
北広島市地域防災計画の一部修正について 

 

１．修正の趣旨 

 

東日本大震災の教訓を踏まえ、災害対策の強化を図るため、災害対策基本法の一部

を改正する法律(平成25年法律第54号)が、平成25年6月21日に制定されました。 

その中において、市は、当該市に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災

害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑か

つ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(避難行動要支援者)の把握に

努めるとともに、生命または身体を災害から保護するために必要な措置を実施するた

めの基礎とする避難行動要支援者名簿の範囲や避難支援等関係者について、地域防災

計画に定める必要があることから一部修正するものです。 

 

 

２．一部修正案 

 

別紙「北広島市地域防災計画新旧対照表」参照。 

 

 

３．今後のスケジュール 

  

平成26年2月1日～平成26年3月3日 パブリックコメント  

平成26年3月 
パブリックコメント意見集約・反映・公表  

防災会議の開催 

平成26年4月1日（予定） 施行  

 

  

４．担当   

 

北広島市保健福祉部福祉課（内線８００） 


